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○料金の記載のないものは無料
○受付時間　原則として土・日曜日、祝・休日を除く8時30分～17時15分

　電話番号　　ファクス　　Ｅメール

市からのお知らせ市からのお知らせ
記号の見方

　詳しくは、広
報津５月１日号
と同時配布する
チラシをご覧く
ださい。

環境政策課
　229－3212　　229－3354

太陽光発電設備などの
設置に対する補助金

防災室
　229－3104　　223－6247

家具などの転倒を防止するための
固定金具の配付・取付支援

収税課
　229－3135　　229－3331

固定資産税・都市計画税の納付
お知らせ

問い合わせ　商業振興労政課
　229－3169　　229－3335

配付する固定金具

　４月は、固定資産税・都市計
画税の第１期の納期です。納付
期限は４月30日(木)です。忘れ
ずに最寄りの金融機関や郵便局、
コンビニから納めてください。
口座振替を利用すると、納める
手間や納め忘れがなく便利です。
今手続きをすると、第２期から
の口座振替になります。

　自ら居住する住宅で、地震等
による家具などの転倒を防止す
るための固定金具の配付・取付
支援を無償で行います。ただし、
固定金具の配付・取付支援は、
それぞれの実施年度を問わず１
世帯につき１回限りです。
受け付け　随時　※在庫が無く
　なり次第終了

金具数の上限　Ｌ字金具(小)４
　個、Ｌ字金具(中)２個、連結金
　具２個、皿木ネジ(Ｌ＝32㎜)24
　本、皿木ネジ(Ｌ＝20㎜)８本
対　象　津市に住所のある人
必要書類　申請書(借家の場合は
　家主の承諾が必要)、住所の確
　認できる書類(住民票、運転免
　許証等の写し)　※代理受領の
　場合は委任状が必要です。申
　請書は津市ホームページから
　ダウンロードできます。
提出場所　防災室または各総合
　支所地域振興課
◆取付支援を行います
　配付する固定金具の取り付け
が困難な場合に、支援を行いま
す。希望する場合は配付申請を
するときに申請してください。
対　象　65歳以上の高齢者のみ
　の世帯、障がいのある人と同
　居している世帯
※障がいのある人とは…下記の
　いずれかに該当する人
●身体障害者手帳１級～３級
●療育手帳Ａ
●精神障害者保健福祉手帳１級
●介護保険の要介護状態区分が
　要介護３～５
必要書類　対象要件の確認でき

　る書類(世帯全員の住民票、身
　体障害者手帳の写しなど)

　地球温暖化対策の一環として、
環境への負荷が少ない新エネル
ギーの利用を促進するため、次の
とおり補助金を交付しています。
対象設備　太陽光発電システム、
　小型風力発電システム
対象者　市内で、個人住宅や共
　同住宅、事業所、自治会集会
　所に対象設備を設置する人
対象にならない場合
●補助金の申し込み前に、対象
　設備の設置工事に着手したと
　き、または対象設備が設置さ
　れた新築住宅を購入し引き渡
　しを受けたとき
●対象設備の施工または販売を
　行う事業者が、販売促進のみ
　を目的として設置するとき
●すでに今年度内にこの補助金
　の交付を受けているとき
●事業が年度内に完了しないとき
補助金額
■太陽光発電システム
個人住宅

共同住宅、事業所、自治会集会所

■小型風力発電システム
　１件当たり６万円
申し込み　環境政策課または各
　総合支所地域振興課へ　※詳
　しくは、津市ホームページを
　ご覧ください。

太陽電池モジュールの
公称最大出力の合計

金額
（１件当たり）

５kW以上10kW未満 10万円

３kW未満

３kW以上６kW未満

６kW以上10kW未満

金額（１件当たり）

共同住宅・
事業所

自治会
集会所

太陽電池モジュー
ルの公称最大出力
の合計

３万円

６万円

10万円

21万円

42万円

70万円

　市内の消費を拡大して地域経済
を活性化するための商品券で、１万
2,000円分の商品券を１万円で販
売します。

　商品券を取り扱う店で使えます。

　商品代や飲食代などに使えます。

どんなものに使えるの

どこのお店で使えるの

どんな商品券なの

※津市プレミアム商品券は、地域活
　性化・地域住民生活等緊急支援交
　付金（地域消費喚起・生活支援型）
　によって発行するものです。


